
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）と
自
動
車
税（
種

別
割
）
は
、
毎
年
４
月
１
日
時
点
の
所
有
者

に
課
税
さ
れ
ま
す
。
そ
の
納
税
通
知
書
を
５

月
上
旬
に
送
り
ま
す
。
納
付
書
に
記
載
さ
れ

る
ｅ
Ｌ‐Ｑ
Ｒ
や
ｅ
Ｌ
番
号
を
利
用
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
が
で
き

ま
す
。
詳
し
く
は
「
地
方

税
お
支
払
サ
イ
ト
」
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
の
納
付
方
法
は
次
の
と
お
り
で
す
。

●
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

◇
指
定
金
融
機
関
◇
指
定
の
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
◇
各
種
決
済
サ
ー
ビ
ス
（
Ｐ

ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
･
支
払
秘
書
・Ｐ
ａ
ｙ
Ｂ
･

Ｊ‐Ｃ
ｏ
ｉ
ｎ
･
ｄ
払
い
･
ａ
ｕ
Ｐ
Ａ
Ｙ
）

●
自
動
車
税
（
種
別
割
）

◇
指
定
金
融
機
関
◇
指
定
の
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
◇
県
税
事
務
所
窓

口
◇
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ

●
問
い
合
わ
せ
先

◇
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

市
税
課
市
民
税
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
２
７

◇
自
動
車
税
（
種
別
割
）

筑
紫
県
税
事
務
所
　
自
動
車
税
係

☎（
５
１
３
）５
５
７
６

納
め
忘
れ
が
な
い
よ
う
に

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）・

自
動
車
税
（
種
別
割
）
の

納
期
は
６
月
２
日
㈪

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
行
政
機
関
、

社
会
福
祉
団
体
、
地
域
な
ど
と
連
携
し
、
皆

さ
ん
が
安
心
し
て
幸
せ
な
生
活
が
送
ら
れ
る

よ
う
活
動
し
て
い
ま
す
。

　
全
国
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
協
議
会
で

は
、
５
月
12
日
の
「
民
生
委
員
・
児
童
委
員

の
日
」、
お
よ
び
５
月
12
日
㈪
か
ら
18
日
㈰

ま
で
の
「
活
動
強
化
週
間
」
に
全
国
で
さ
ま

ざ
ま
な
取
り
組
み
を
行
い
ま
す
。

　
大
野
城
市
民
生
委
員
児
童
委
員
連
合
協
議

会
で
も
、
こ
の
期
間
に
市
内
各
所
で
街
頭
啓

発
活
動
を
行
い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
民

生
委
員
・
児
童
委
員
に
つ
い
て
の
理
解
を
深

め
、
活
動
へ
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
担

当
地
区
（
受
け
持
ち
地
区
）
が
あ
り
ま
す
。

相
談
な
ど
が
必
要
な
場
合
は
、
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

福
祉
サ
ー
ビ
ス
課
福
祉
政
策
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
５
１

（
５
７
３
）８
０
８
３

５
月
12
日
は
「
民
生
委
員
・

児
童
委
員
の
日
」
で
す

※
令
和
7
年
の
割
合
で
す
。

※
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
カ
月
を
経
過
す

る
日
ま
で
の
割
合
は
年
２・4
％
で
す
。

L
I
N
E
で
納
期
限
の
お
知
ら
せ
を
発
信
中

　
バ
ー
コ
ー
ド
を
読
み
込
み
、
友
だ
ち
追

加
後
に
「
受
信
設
定
」
で
通
知
を
希
望
す

る
税
目
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
が
便
利

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
申
し
込
め
ま
す
。

※
一
部
対
応
し
て
い
な
い
金
融
機
関
が
あ

り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

◇
納
付
に
関
す
る
こ
と

納
税
課
納
税
相
談
担
当

☎（
5
8
0
）1
9
7
5

◇
口
座
振
替
に
関
す
る
こ
と

納
税
課
納
税
管
理
担
当

☎（
5
8
0
）1
8
3
2

6
月
2
日
㈪
が

納
期
限
で
す

◇
軽
自
動
車
税

種
別
割年

８．７％

延
滞
金
は

地域ではボランティアの皆さんが
活躍しています

　交通事故、死亡事故をなくすことや飲酒運転
を撲滅することを重点に交通安全に関する活動
をしています。
●主な活動内容
◇街頭指導　
◇交通安全教室
◇交通安全啓発活動

交通安全指導員

市が委嘱して活躍している人

「子どもは地域の宝」を合言葉に、地域や学
校と連携し、青少年の非行防止や健全育成のた
めの活動をしています。
●主な活動内容
◇巡回指導
◇店舗調査
◇見守り活動

少年相談員

筑紫地区の警察・防犯協会では、自分たちの
まちを自分たちで守るために、「ついで隊」を募
集しています。
　皆さんも気軽に防犯活動に参加しませんか。
●対象者 16歳以上で筑紫地区在住または勤務する人
●参加方法　住所、氏名、年齢を登録します。（登
録された場合、活動中につける腕章を渡し
ます。）

●申し込み先
市生活安全課生活安全担当　☎（580)1897

ついで隊

　地域の安全は地域で守ることを目的に、春日
警察署長と春日・大野城・那珂川防犯協会長か
ら連名委嘱を受け、地域と警察、市とのパイプ
役として活動しています。
●主な活動内容
◇防犯に関する指導
◇街頭啓発活動

防犯指導員

　市内の刑法犯発生認知件数（警察に被害届が出さ
れ、犯罪として認知された件数）は令和６年中605件
で前年に比べ３件増加しました。

　令和６年は、特殊詐欺の多さが目立ちました。被
害防止の対策として、「電話やメールでお金の話はす
べて詐欺」ということを意識し、一人一人が心がけ
ることで犯罪に遭う危険を減らすことができます。
　また、犯罪者は、「地域の結束力（人の目）」を嫌
がります。
　散歩ついでに地域を見回る、あいさつなどで積極
的に地域の人たちに声かけをするなど、地域が一体
となって防犯に取り組むことで、防犯の効果は、よ
り強固なものとなります。

「安全安心のまち大野城」の
実現に向けて

　地域の自主防犯組織に所属し、見守り活動や、
青パトによる巡回を行っています。
　登録は無償です。
　市から帽子、腕章を貸与します。

防犯パトロール登録員

防犯は、
「１人１人の心がけ」と
「地域の結束力」が
不可欠です！

●問い合わせ先　生活安全課　☎（580)1897
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地方税
お支払サイト

　
毎
年
、市
商
工
会
が
発
行
し
て
い
る「
お

お
の
じ
ょ
う
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
」
の
予

約
応
募
チ
ラ
シ
を
本
号
の
広
報
と
一
緒
に

配
布
し
て
い
ま
す
。
今
回
の
チ
ラ
シ
は
、

紙
の
商
品
券
の
応
募
の
み
で
す
。
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
商
品
券
の
応
募
で
は
あ
り
ま
せ

ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

●
販
売
総
額
　
５
０
０
０
万
円

●
プ
レ
ミ
ア
ム
率
20
％
（
１
冊
１
万
２

０
０
０
円
分
の
商
品
券
を
１
万
円
で

販
売
）

●
発
行
総
額
６
０
０
０
万
円

●
購
入
限
度
額
　
１
世
帯
５
万
円

●
予
約
期
間
　
５
月
１
日
㈭
〜
20
日
㈫

（
必
着
）

●
利
用
可
能
期
間
　
７
月
１
日
㈫
〜
12
月

31
日
㈬

※
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選

※
応
募
チ
ラ
シ
に
商
品
券
加
盟
店
舗
一
覧

を
掲
載
し
ま
す
。
身
近
で
使
え
る
お
店

を
探
し
て
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
し
込
み
と
問
い
合
わ
せ
先

市
商
工
会
　
☎（
５
８
１
）３
４
１
２

市
商
工
会
発
行
「
お
お
の
じ
ょ

う
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
」
を

販
売
し
ま
す
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